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平成 23 年８月１日に、放射性セシウムを含む肥料・土壌改良

資材・培土及び飼料の暫定許容値が設定されました。都内にお

いても、一部の腐葉土及び剪定枝堆肥から暫定許容値を超えた

放射性セシウムが検出されています。そのため、裏面の農林水

産省の通知のとおり、23 年度産の落葉や剪定枝を原材料とした

堆肥の生産及び施用は見合わせるようにお願い致します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

落葉・剪定枝を利用した堆肥の生産について 

放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土中に含まれることが 

許容される最大値(暫定許容値)   ４００ ベクレル/kg(製品重量) 
 

ただし 

① 農地で生産された農産物の全部又は一部を当該農地に還元施用する場合 

② 畜産農家が、飼料を自給生産する草地・飼料畑等において、自らの畜産経営から 

生じる家畜排せつ物又はそれを原料とする堆肥を還元施用する場合 

③ 畜産農家に供給する飼料を生産している農家等が、当該飼料を生産する草地・飼 

料畑等において、当該飼料の供給先の畜産経営から生じる家畜排せつ物又はそれを 

原料とする堆肥を還元施用する場合 

においては、この限りではありません(検査しなくても施用できます)。 
 

なお、堆肥生産を見合わせると農業経営の継続が困難になるため、 

やむを得ずご自分の農地以外の落葉や剪定枝等を利用して堆肥を生産 

する場合は、農地への施用前に放射性物質検査を行って安全を確認し 

て頂く必要があります。 

【問い合わせ先】  

東京都中央農業改良普及センター      電話 ０４２－４６５－９８８２ 

  〃 西多摩農業改良普及センター     電話 ０４２８－３１－２３７４ 

  〃 南多摩農業改良普及センター     電話 ０４２－６７４－５９７１ 

  〃 大島支庁産業課           電話 ０４９９２－２－４４３１ 

  〃 三宅支庁産業課           電話 ０４９９４－２－１３１２ 

  〃 八丈支庁産業課           電話 ０４９９６－２－１１１３ 

  〃 小笠原支庁産業課          電話 ０４９９８－２－２１２２ 




